
 

 
 

奉
祝 

新
帝
陛
下
御
即
位
記
念 

 

武
雄
神
社
歴
史
資
料
展
示
室
兼
控
室
建
設
並
び
に 

社
務
所
補
修
工
事
事
業
御
奉
賛
の
お
願
い 

 

拝
啓 

氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
御
清
栄
の
段
大
慶
に
存
じ
上
げ
ま
す
。 

ま
た
、
平
素
よ
り
武
雄
神
社
の
尊
厳
護
持
及
び
運
営
に
お
き
ま
し
て
は
格
別
な
る
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り
、
篤
く
御
礼

申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
武
雄
神
社
は
天
平
七
年(

七
三
五
年)

に
創
建
さ
れ
、
以
来
、
氏
子
は
も
と
よ
り
朝
廷
、
武
門
か
ら
も
常
に
篤
い

崇
敬
を
賜
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

そ
れ
ら
を
物
語
る
伏
見
天
皇
綸
旨
を
始
め
武
雄
神
社
ゆ
か
り
の
古
文
書
二
一
八
通
は
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
六
日
、
文

部
省
か
ら
国
の
重
要
有
形
文
化
財
の
指
定
を
受
け
、
更
に
文
化
庁
に
お
い
て
、
総
額
千
五
百
万
円
の
巨
費
を
投
じ
て
同
文

書
の
保
存
修
理
事
業
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
同
文
書
の
歴
史
的
・
文
化
的
価
値
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
氏
子
の
皆
様
を
は
じ
め
武
雄
市
民
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

現
在
で
は
佐
賀
県
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
、
残
念
な
が
ら
人
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
普
段
こ
う
し
た
目
に

す
る
事
の
な
い
貴
重
な
古
文
書
を
身
近
に
展
示
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
氏
子
の
皆
様
に
お
い
て
は
伝
統
文
化
へ
の
関
心

を
高
め
、
更
に
は
郷
土
を
愛
し
誇
り
に
思
う
心
を
醸
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
観
光
資
源
に
も
な
る
か
と
存
じ
ま
す
。 

当
神
社
は
昭
和
三
十
九
年
一
月
二
十
日
、
残
念
な
が
ら
、
不
慮
の
火
災
に
よ
り
、
社
殿
を
は
じ
め
付
属
建
物
一
切
を
消

失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
四
年
二
月
、
再
建
期
成
会
を
は
じ
め
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
ま
し
て

見
事
に
再
建
致
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
社
務
所
、
手
水
舎
、
神
心
の
池
の
復
元
、
下
宮
、
宮
神
輿
、
駐
車
場
の
新
設
な
ど

着
々
と
整
備
さ
れ
、
郷
土
に
お
け
る
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
御
神
威
の
高
ま
り

と
共
に
参
拝
者
数
も
年
々
増
加
し
、
観
光
の
一
役
を
担
う
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
三
十
年
前
の
当
時
で
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
立
派
で
あ
っ
た
社
務
所
も
、
傷
み
が
目
立
ち
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
施
設
と
し
て
は
手
狭
に
な
り
参
拝
者
の
方
々
に
大
変
ご
不
便
を
か
け
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
現
状
に
鑑
み
て
、
氏
子
総
代
会
と
致
し
ま
し
て
は
、
新
帝
陛
下
御
即
位
の
佳
節
に
あ
た
り
、
神
社
の
尊
厳
護

持
と
地
域
の
発
展
、
そ
し
て
伝
統
文
化
の
継
承
を
願
い
附
帯
建
造
物
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
別
紙
の
通
り
計

画
致
し
ま
し
た
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
世
情
厳
し
い
折
柄
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、
由
緒
あ
る
武
雄
神
社
を
護
持
し
祖
先
伝
来
脈
々
と
受

け
継
が
れ
て
き
た
敬
神
の
心
を
子
々
孫
々
に
ま
で
伝
承
し
て
い
く
為
に
、
氏
子
の
皆
様
を
は
じ
め
崇
敬
者
各
位
の
格
別
な

る
お
力
添
え
を
賜
り
御
奉
賛
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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 【
事
業
内
容
】 

一
、
名 

 
 

称 

武
雄
神
社
歴
史
資
料
展
示
室
兼
控
室
新
築
並
び
に
社
務
所
補
修
工
事 

 

そ
の
他
補
修
他
工
事 

一
、
着
工
予
定
日 

 
 

令
和
二
年
三
月 

一
、
目 

標 
額 

弐
阡
五
百
萬
圓 

 

 

【
用
途
】 

・
祈
祷
控
室 

・
武
雄
神
社
御
社
宝
並
び
に
歴
史
資
料
の
展
示 

・
授
与
所 

 

【
完
成
イ
メ
ー
ジ
】 

・
下
図 

 

【
奉
賛
待
遇
】 

※
奉
賛
金
は
お
い
く
ら
か
ら
で
も
有
難
く
お
受
け
い
た
し
ま
す
。
左
図
を
目
安
に
ご
検
討
く
だ
さ
い
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御
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殿

に

永

久

保

存

簡

易
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札

立

て

奉
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之
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朱

印
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社

務
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御

芳

名

を

掲

示
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工
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ご

案

内

表

　

彰

〇 〇 〇 〇

百

万

円

以

　

上

〇 〇 〇

五

十

万

円

以

　

上

〇 〇

十

万

円

以

　

上

〇 〇

五

万

円

以

　

上

〇 〇 〇

三

万

円

以

　

上

〇 〇

一

万

円

以

　

上

〇 〇

三

千

円

以

　

上

〇

三

千

円

未

　

満

簡易神札立て 

奉賛之章 御朱印帳 

高額奉賛者御芳名  

掲示イメージ 



≪奉賛金の納入方法について≫ 

本事業の趣旨にご賛同を賜りましたら、下記のいずれかでお申込みをお願い申し上げ

ます。 

 

（１）郵便振替 

＊振込手数料はかかりません。払込振替書がお手元にない場合はご連絡ください。 

払込振替票に、奉賛金額、住所、氏名、電話番号をご記入の上、郵便局 ATMまたは郵

便局窓口にご持参の上お振込みください。 

 

（２）銀行振込 

＊振込手数料が必要です。 

奉賛金申込書に必要事項と余白に振込先口座をご記入の上、神社社務所へ送付（郵送

またはＦＡＸ０９５４－２２－３５１７）いただき、下記口座へお振込みください。 

 

【口座名】武雄神社 奉賛会 

九州ひぜん信用金庫  本店営業部 （普）０３５７６１９ 

 

（３）ご持参 

奉賛金申込書と奉賛金を、神社社務所へ直接ご持参ください。 

（午前９時～午後５時まで） 

 

（４）現金書留  

奉賛金申込書と奉賛金を、現金書留封筒に入れて下記の武雄神社奉賛会へ送付くださ

い。 

 

＜お問い合わせ＞ 

武雄神社 奉賛会 

〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄５３２７ 
電話 ０９５４－２２－２９７６ 
FAX ０９５４－２２－３５１７ 

 


